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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被投影物体面からの光束を、透過型屈折光学系と、１枚の反射ミラーから成る反射型屈
折光学系を介して投影面上に導光し投影する投射光学系であって、
　透過型屈折光学系は複数の透過型屈折素子を有し、
　被投影物体面から上記透過型屈折光学系の第１面までが略テレセントリックであり、
　上記透過型屈折光学系よりも上記反射型屈折光学系側の結像光路上の空間に、上記被投
影物体面の中間像面が位置し、上記中間像面における倒立した中間像が、１枚のみの上記
反射ミラーを介して投影面上に正規像として再結像され、
　上記反射型屈折光学系の上記１枚のみの反射ミラーは、上下方向と左右方向とでパワー
が異なるアナモフィックな多項式自由曲面であり、
　上記透過型屈折光学系と上記１枚のみの反射ミラーとの間に上記中間像を結像させ、該
中間像を結像した後の発散する光束を上記１枚のみの反射ミラーで反射し、その反射光の
光束が上記１枚のみの反射ミラーのパワーで上記投影面に集束し、さらに、上記反射型屈
折光学系から上記投影面に至る光線が、上記投影面の法線に対して傾斜して導光され、
　上記透過型屈折光学系は被投影物体面の法線に対して偏芯し、上記透過型屈折光学系の
有する複数の透過型屈折素子は互いに偏芯することなく構成されていることを特徴とする
投射光学系。
【請求項２】
　被投影物体面からの光束を、透過型屈折光学系と、１枚の反射ミラーから成る反射型屈
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折光学系を介して投影面上に導光し投影する投射光学系であって、
　透過型屈折光学系は複数の透過型屈折素子を有し、
　被投影物体面から上記透過型屈折光学系の第１面までが略テレセントリックであり、
　上記透過型屈折光学系よりも上記反射型屈折光学系側の結像光路上の空間に、上記被投
影物体面の中間像面が位置し、上記中間像面における倒立した中間像が、１枚のみの上記
反射ミラーを介して投影面上に正規像として再結像され、
　上記反射型屈折光学系の上記１枚のみの反射ミラーは、上下方向と左右方向とでパワー
が異なるアナモフィックな多項式自由曲面であり、
　上記透過型屈折光学系と上記１枚のみの反射ミラーとの間に上記中間像を結像させ、該
中間像を結像した後の発散する光束を上記１枚のみの反射ミラーで反射し、その反射光の
光束が上記１枚のみの反射ミラーのパワーで上記投影面に集束し、さらに、上記反射型屈
折光学系から上記投影面に至る光線が、上記投影面の法線に対して傾斜して導光され、
　上記透過型屈折光学系は被投影物体面の法線に対して偏芯し、上記透過型屈折光学系の
有する複数の透過型屈折素子は群単位レベルでは互いに偏芯することなく構成されている
ことを特徴とする投射光学系。
【請求項３】
　請求項１または２記載の投射光学系において、
　反射型屈折光学系は透過型屈折光学系の側から第１、第２の順に配置される２枚の反射
ミラーを有し、
　被投影物体面の中間像面が上記第１及び第２の反射ミラーの間に位置し、
　上記第１の反射ミラーは負のパワーの軸対称な反射面、上記第２の反射ミラーは上下方
向と左右方向とでパワーが異なるアナモフィックな多項式自由曲面であることを特徴とす
る投射光学系。
【請求項４】
　請求項１または２または３記載の投射光学系において、
　被投影物体面の中間像の、アスペクト比を補正する手段として、
　透過型屈折光学系内に、上下方向と左右方向とでパワーが異なるアナモフィックな多項
式自由曲面を有することを特徴とする投射光学系。
【請求項５】
　請求項１～４の任意の１に記載の投射光学系において、
　透過型屈折光学系における被投影物体面側のＮＡが、中間像面側のＮＡよりも大きいこ
とを特徴とする投射光学系。　
【請求項６】
　請求項１～５の任意の１に記載の投射光学系において、
　中間像面が、被投影物体面の中心から射出する光束の主光線に対して傾斜湾曲している
ことを特徴とする投射光学系。
【請求項７】
　被投影物体面に表示される画像を投射光学系により投影面上に拡大投影する画像投射装
置であって、
　投射光学系として、請求項１～６の任意の１に記載のものを用いたことを特徴とする画
像投射装置。
【請求項８】
　請求項７記載の画像投射装置において、
　フロントプロジェクタ型であることを特徴とする画像投射装置。
【請求項９】
　請求項７記載の画像投射装置において、
　結像光路を折り返す折り返しミラーを有し、リアプロジェクタ型であることを特徴とす
る画像投射装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、投射光学系、拡大投射光学系、拡大投射装置及び画像投射装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像投射装置として広く知られた液晶プロジェクタは、近来、液晶パネルの高解像化、
光源ランプの高効率化に伴う明るさの改善、低価格化などが進んでいる。　
　また、ＤＭＤ（Digital Micro-mirror Device）を利用した小型軽量な画像投射装置が
普及し、オフィスや学校のみならず家庭においても広くこれら画像投射装置が利用される
ようになってきている。特に、フロントタイプのプロジェクタは携帯性が向上し、数人規
模の小会議にも使われるようになってきている。
【０００３】
　画像投射装置であるプロジェクタには、大画面の画像を投射できること（投射画面の大
画面化）と共に「プロジェクタ外に必要とされる投影空間」をできるだけ小さくできるこ
とが要請されている。
【０００４】
　投射画面の大画面化を図りつつ、プロジェクタ外の投影空間を縮小するには、投射され
る画像を結像する結像光束の光路を、できるだけ「画像投射装置内部に繰り込む」のが良
く、このような工夫を行った画像投射装置として、特許文献１～５記載のものが知られて
いる。
【０００５】
　特許文献１記載の画像投射装置は、結像光学系の大型化を抑えて、広画角化を図るため
、第１～第４の反射鏡を備え、第１反射鏡を凹面形状、第２～第４反射鏡を凸面として、
これら反射鏡により結像光学系を構成している。また、第１～第４反射鏡のうち少なくと
も１面を自由曲面形状として投射性能の確保を図っている。
【０００６】
　特許文献２記載の画像投射装置は、スクリーンまでの投射距離を短くした面投射型ディ
スプレイであり、凹面鏡と「発散作用を有する凸面鏡」との対と、投射レンズとにより結
像光学系を構成している。
【０００７】
　特許文献３記載の画像投射装置は「ビデオプロジエクタ」であって、結像光学系におけ
る第１番目の鏡面を凸面形状とし、装置の薄型化を図っている。
【０００８】
　特許文献１、３に記載された画像投射方式では、ライトバルブの画像をスクリーン上に
拡大投射するのに、反射鏡のみで結像を行っており、色収差が原理的に発生しないという
メリットがある。しかし、単板式でなく、３板式のように赤・緑・青の画像を３つのライ
トバルブに別個に表示し、各画像をスクリーン上で合成するような場合には、クロスプリ
ズムやフィリップスプリズム等の色合成手段を介在させる必要があり、色合成の際に色収
差が発生するが、反射面のみによる結像光学系では色収差補正ができない。
【０００９】
　特許文献４記載の画像投射装置では、画像表示パネルからの光束を、正のパワーを持つ
結像レンズ系と、負のパワーの曲面ミラーを含む反射光学系とによる拡大投射光学系によ
り順次スクリーンに導光して結像させている。
【００１０】
　スクリーンの高さと結像レンズ系は高さをずらして設定され、ミラーで折り返されてス
クリーンに導光される。このため、スクリーン上の投射拡大画像の中心部（画像表示パネ
ルの中心部に対応する）の上側と下側とで、結像光束の光路長が異なり、その結果として
所謂「台形歪み」が発生する。
【００１１】
　台形歪みは「キーストン補正」により補正することができるが、キーストン補正は、ス
クリーン上の拡大画像の像質劣化をもたらし易い。
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【００１２】
　台形歪みを少なくする構成として、結像レンズ系とスクリーンの間に「凸面ミラーを、
結像レンズの光軸に対して偏芯させて設け」る構成が知られている。凸面ミラーを偏芯配
置させる場合、結像レンズ系の「スクリーン側焦点位置よりも結像レンズ側」に凸面ミラ
ーを配置し、凸面ミラーの有する負の屈折力によって、投射レンズの焦点位置を伸ばす。
【００１３】
　このような構成で、薄型且つ大画面の拡大投射装置を実現するのに、凸面ミラーの負の
パワーを大きくして画角を広げる方法があるが、凸面ミラーの形状精度や組付公差が厳し
くなり、またディストーションも大きくなる。
【００１４】
　結像レンズと凸面ミラーの間の距離を大きくすることにより、凸面ミラーの屈折力を弱
くでき、ディストーションを軽減できるが、結像レンズと凸面ミラーの距離が大きくなる
ことに伴い、凸面ミラーが大型化してミラーのコストが高くなり、拡大投射装置も大型化
しやすい。
【００１５】
　特許文献５では、反射ミラーのみで拡大投射光学系が構成されている。このように、レ
ンズ光学系を用いずに所望の光学性能を得ようとすると、各反射面の面精度や位置精度を
極めて高く設定する必要があり、拡大投射光学系の組みつけ精度が厳しくなる。
【００１６】
【特許文献１】特開２００２－　４０３２６
【特許文献２】特開２００２－１７４８５３
【特許文献３】特公平６－９１６４１号公報
【特許文献４】特開２００１－２６４６２７
【特許文献５】特開２００２－２９６５０３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　この発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであって、投射画面の大画面化を図り
つつ、投射装置外の投影空間を縮小するために、反射面を含む結像光学系を採用しつつ、
色収差も補正可能な投射光学系、拡大投射光学系、拡大投射装置および、このような投射
光学系等を用いる画像投射装置の実現を課題とする。　
　この発明はまた、画像投射装置を薄型化するとともに、歪みなく大画面を投射できるよ
うにすることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　請求項１以下の発明を説明するのに先立ち、この発明と類似の参考技術Ｓ１～Ｓ３４を
説明し、合わせて用語等の説明を行う。参考技術Ｓ１～Ｓ３４は、以下「Ｓ１～Ｓ３４」
と表記する。
　Ｓ１の投射光学系は「変調信号に応じて画像形成するライトバルブに、光源からの照明
光を照射し、ライトバルブに形成された画像を、投射光学系により拡大投射する画像投射
装置において、ライトバルブに形成された画像を拡大投影する投射光学系」であって、以
下の特徴を有する。
【００１９】
　即ち、ライトバルブの投影側（投射光束の進行側）に、ライトバルブの側から第１、第
２の順に配設される第１及び第２の光学系を有する。　
　「第１の光学系」は、１以上の屈折光学系を含み、正のパワーを有する。　
　「第２の光学系」は、パワーを有する反射面を１以上含み、正のパワーを有する。　
　ライトバルブにより形成された画像は、第１および第２の光学系の作用により、第１及
び第２の光学系の光路上に一旦「中間像」として結像され、この中間像がさらに拡大され
てスクリーン等の表示面上に投射される。
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【００２０】
　Ｓ１の投射光学系においては、第１及び第２の光学系の光路上において「中間像の結像
位置を第２の光学系における正のパワーを持つ反射面に近づける」ための負のパワーをも
つ光学素子を「中間像のライトバルブ側」に有することができる（Ｓ２）。
この場合、第２の光学系は少なくとも「正のパワーを有する反射面と負のパワーを有する
反射面とを有する」ことができる（Ｓ３）。
【００２１】
　上記Ｓ１～Ｓ３の任意の１の投射光学系において、第２の光学系の有する反射面の１面
以上を自由曲面で構成することができる（Ｓ４）。　
　請求項１～４の任意の１に記載の投射光学系において、「中間像形成後の光束を最初に
反射する正のパワーを持つ反射面」を自由曲面で形成することが好ましい（Ｓ５）。
【００２２】
　上記Ｓ１～Ｓ５の任意の１の投射光学系において、第１の光学系は、「屈折光学系のみ
」で構成することもできるし（Ｓ６）、「回転対称軸を有する反射面と屈折光学系と」で
構成することもできる（Ｓ７）。
【００２３】
　これらＳ６またはＳ７の投射光学系において、屈折光学系は自由曲面として「非球面形
状の屈折面」を有することができる（Ｓ８）。
【００２４】
　Ｓ９の画像投射装置は「変調信号に応じて画像形成するライトバルブに、光源からの照
明光を照射し、ライトバルブに形成された画像を、投射光学系により拡大投射する画像投
射装置」であって、ライトバルブに形成された画像を拡大投影する投射光学系として、Ｓ
１～Ｓの任意の１に記載のものを有することを特徴とする。
【００２５】
　Ｓ１０の拡大投射光学系は「画像表示パネルからの光束をスクリーンに導光し、スクリ
ーンの法線に対し傾斜した方向から投射して、スクリーン上に、画像表示パネルに表示さ
れた画像の拡大像を結像させる拡大投射光学系」である。
【００２６】
　「画像表示パネル」は、透過型や反射型の各種液晶パネル等のライトバルブ（ＬＶ）や
、デジタル・マイクロミラー・デバイス（ＤＭＤ）等である。
【００２７】
　Ｓ１０の拡大投射光学系は以下のごとき特徴を有する。　
　即ち、拡大投射光学系は反射光学系と透過光学系とを有する。　
　「反射光学系」は、パワーを持つ複数の反射面により構成され、回転非対称反射面を１
面以上含む。「回転非対称反射面」は、反射面の形状が、回転対称軸を持たない反射面で
ある。　
　「透過光学系」は、屈折力をもつ透過面により構成され、非球面を１面以上含む。
【００２８】
　このＳ１０の拡大投射光学系において「透過光学系における画像表示パネル側から第１
面と、反射光学系におけるスクリーン側から第１面との間に絞りを設け、そのスクリーン
側に配置した光学素子により、上記絞りの像が、負の縮小倍率で結像するように構成する
」ことが好ましい（Ｓ１１）。
【００２９】
　Ｓ１２の拡大投射光学系は、以下の如き特徴を有する。　
　即ち、「複数の透過面からなる透過光学系」と「複数の反射面から成る反射光学系」と
「絞り」とを有し、反射光学系における反射面のうち「絞りを通過した光束が最初に入射
するパワーを持つ反射面」のパワーが負である。
【００３０】
　このＳ１２の拡大投射光学系において、「絞りを通過した光束が最初に入射する負のパ
ワーを持つ反射面」に続く反射面は正のパワーを持つことが好ましい（Ｓ１３）。
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【００３１】
　Ｓ１２またはＳ１３の拡大投射光学系における反射光学系は「パワーを持つ複数の反射
面により構成され、回転非対称反射面を１面以上含」み、透過光学系は「屈折力をもつ透
過面により構成され、非球面を１面以上含」むことが好ましい（Ｓ１４）。
【００３２】
　Ｓ１５の拡大投射光学系は以下の如き特徴を有する。　
　即ち、画像表示パネル側からスクリーンに至る光束が生成する画像表示パネルの、負の
倍率の中間像（拡大投射光学系による結像光束の光路上において生成される画像パネルの
中間像）と、スクリーン側から画像表示パネルに至る光束が生成するスクリーンの負の倍
率の中間像（拡大投射光学系に、仮想的にスクリーン側から光を入射させたときに、上記
光路上に生成するスクリーンの中間像。因みにこのときのスクリーンの像は縮小像で画像
表示パネル上に結像する）の位置・形状が略一致している。
【００３３】
　このＳ１５の拡大投射光学系は「複数の反射面から成る反射光学系」と「複数の透過面
からなる透過光学系」とを有することができ（Ｓ１６）、この場合において、拡大投射光
学系は「絞り」を有し、反射光学系における反射面のうち「絞りを通過した光束が最初に
入射するパワーを持つ反射面」のパワーを負とすることができる（Ｓ１７）。この場合「
絞りを通過した光束が最初に入射する負のパワーを持つ反射面に続く反
射面」が正のパワーを持つことが好ましい（Ｓ１８）。
【００３４】
　Ｓ１６～１８の任意の１の拡大投射光学系においては、反射光学系を「パワーを持つ複
数の反射面により構成され、回転非対称反射面を１面以上含む構成」とし、透過光学系を
「屈折力をもつ透過面により構成され、非球面を１面以上含む構成」とすることができる
（Ｓ１９）。
【００３５】
　上記Ｓ１０、１１、１４、１９の任意の１の拡大投射光学系において、反射光学系に含
まれる「回転非対称反射面」は、投射光路上において最もスクリーン側に配置されること
が好ましい（Ｓ２０）。
【００３６】
　上記Ｓ１０～１４、１６～１９の任意の１の拡大投射光学系において、透過光学系は「
屈折力を有する回転非対称な透過面」を含むことが好ましい（Ｓ２１）。
【００３７】
　Ｓ１０～１４、１６～２１の任意の１の拡大投射光学系において、透過光学系の光軸は
、画像表示パネル位置に対し、導光光路（画像表示パネルからスクリーンに至る光路にお
ける、画像表示パネルの中心から、スクリーン上の拡大像の中心に至る主光線の光路）を
含む面内で偏芯して設定されることができる（Ｓ２２）。
【００３８】
　上記Ｓ１０～１４、１６～２２の任意の１の拡大投射光学系における反射光学系は「ユ
ニット」として構成することができる（Ｓ２３）。
【００３９】
　Ｓ２４の拡大投射装置は「画像表示パネルに画像を表示し、画像表示パネルを光源から
の光で照明し、照明された画像表示パネルからの光束を拡大投射光学系によりスクリーン
に導光し、スクリーンの法線に対し傾斜した方向から投射して、スクリーン上に、画像表
示パネルに表示された画像の拡大像を投射する拡大投射装置」であって、拡大投射光学系
として、Ｓ１０～２３の任意の１の拡大投射光学系を用いたことを特徴とする。
【００４０】
　Ｓ１０～２４について若干補足すると、上に説明した「透過光学系」に含まれる「透過
面」は、レンズ面のみならず、フレネルレンズ面でもよい。　
　また、反射光学系に含まれる反射面における光の反射が「内部全反射条件を満たす」構
成でも良い。このように反射面を「内部全反射面」とする場合、「透過光学系からの光束
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を取り込む面」は透過面である。この場合、この透過面への光束入射を面に直交させると
、入射の際に収差が発生しないので好ましい。
【００４１】
　拡大投射装置に用いられる「画像表示パネル」は１枚に限らない。３枚の画像表示パネ
ルを用い、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の各色成分画像を、色ごとに「異なる画像表示
パネル」に表示し、これら画像表示パネルからの光を合成して、拡大投射光学系によりス
クリーンへ導光し、スクリーン上にカラー画像を表示するように構成することができるこ
とは言うまでも無い。
【００４２】
　この発明の拡大投射光学系では、結像光束をスクリーン法線に対して傾いた方向から投
射して、スクリーン上に結像させるので「スクリーン法線の方向から投射する場合に、結
像光束がスクリーン法線に対して傾いた場合に生じる表示画像の歪み」を有効に軽減させ
ることができる。
【００４３】
　また、透過光学系の屈折力をもつ透過面はレンズ系による実現が容易で、セル化も容易
であり、組付け精度を出し易くコストダウン効果が得られる。また、反射光学系に含まれ
る回転非対称反射面により、非対称な収差成分を補正できる。
【００４４】
　拡大投射光学系を屈折面のみで構成すると、屈折面の配列が１方向に伸びていくので、
光学系の３次元的構造を小型化できないが、透過面と反射面の組み合わせによって光路を
折り返す構成をとることができ、光学系を小型化できる。
【００４５】
　例えば、透過光学系の光路をスクリーンと平行に設定し、透過光学系の像側でスクリー
ンに向けて光路を折り曲げれば、同じ光路長の光学系でも薄型の構成を実現できる。
【００４６】
　Ｓ１０の拡大投射光学系のように、透過光学系における画像表示パネル側の第１面と、
反射光学系におけるスクリーン側の第１面との間に絞りを配置し、パネル側からの光束に
よって、絞りの像を全光学系中で１回結像させると、絞り像の結像位置はスクリーン側の
射出瞳となる。絞りの像は実像であり、負の縮小倍率になっている。絞りの像を縮小倍率
で結像させるようにすることで、絞り像以後の反射面の光線有効径を小さく抑え、反射面
を小型化できる。
【００４７】
　絞りは透過光学系中もしくは「透過光学系と反射光学系の間」に配置することができる
。絞りを通過した光が最初に入射する「パワーをもつ反射面」は反射光学系中にある。反
射光学系と透過光学系を一体化することは難しく、透過光学系と反射光学系は別々に組み
付けられる。このとき、透過光学系と反射光学系の各々に組み付け誤差が付随するので、
両光学系の「相対的な位置ずれ」を完全にゼロすることは難しく、相対的な位置ずれの発
生を前提とすると、公差感度の観点から、上記「パワーをもつ反射面」は負のパワーの反
射面であるのが良い。
【００４８】
　透過光学系から射出する光束が発散光束であるケースは稀であり、通常は集光されてい
る。このとき、反射光学系において最初に反射するパワーを持つ面のパワーを正とすると
、光束の集光が強められる方向に作用する。一方、上記面のパワーを負とすれば光束の集
光が緩められる方向に作用する。両者を比較した場合「透過光学系と反射光学系の相対的
位置ずれによる光束状態の変化」は、前者において大きく、組みつけ公差が厳しくなる。
上記反射面のパワーを負とすることにより組付け公差を緩くできる。
【００４９】
　上記負のパワーを持つ反射面に続いて正のパワーを持つ反射面を配すると、画角の異な
る光束の分離を抑制でき、これらの光束を受ける反射面を小型化することができる。
【００５０】
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　Ｓ１５のように「絞り、スクリーンの中間像の形状・位置を略一致させる」ことにより
、画像表示パネルから中間像までの歪曲収差と、中間像からスクリーンまでの歪曲収差の
和を０に近づけることができ、スクリーン上に歪みの少ない像を形成できる。
【００５１】
　Ｓ２０のように、結像光路上の最終面を回転非対称反射面とすると、各光束の照射位置
に対応して取り得る面形状の自由度が高くなる。この最終面に至る各像高位置の光束の残
存収差を入射位置毎に適した形状を与えることで補正が容易になる。
【００５２】
　Ｓ２１のように、透過光学系に回転非対称な透過面を用いると、回転対称な透過面では
発生させることのできない収差を発生させることができ、このように発生させた収差を他
の収差のキャンセルに利用できる。
【００５３】
　Ｓ２２のように、透過光学系の光軸を、画像表示パネル位置に対し、導光光路を含む面
内で偏芯して設定すると、反射光学系における偏芯反射面で発生する収差と逆の収差を透
過光学系で発生させ、両者をキャンセルさせることができる。
【００５４】
　Ｓ２５の投射光学系は、第１及び第２の光学系を有する。　
　「第１の光学系」は、屈折光学系を少なくとも１つ含み、正のパワーを有する。
【００５５】
　「第２の光学系」は、パワーを有する反射面を少なくとも１つ含み、全体で正のパワー
を有する。
【００５６】
　これら第１及び第２の光学系は、物体面に近い側から第１、第２の光学系の順に配置さ
れる、物体像が一旦中間像として形成された後に正規像として結像されるように構成され
る。
【００５７】
　Ｓ２５の投射光学系は以下のごとき特徴を有する。　
　即ち、第１の光学系において「物体側にもっとも近い屈折力を持った光学要素」の光軸
に対して他の光学要素が、１カ所以上において、平行偏芯および／またはチルト偏芯して
いる。即ち、平行偏芯あるいはチルト偏芯は「光学要素単位」で行われる。
【００５８】
　Ｓ２６の投射光学系は、第１及び第２の光学系を有する。　
　「第１の光学系」は、屈折光学系を少なくとも１つ含み、正のパワーを有する。
【００５９】
　「第２の光学系」は、パワーを有する反射面を少なくとも１つ含み、全体で正のパワー
を有する。
【００６０】
　これら第１及び第２の光学系は、物体面に近い側から第１、第２の光学系の順に配置さ
れる、物体像が一旦中間像として形成された後に正規像として結像されるように構成され
る。
【００６１】
　Ｓ２６の投射光学系は以下のごとき特徴を有する。　
　即ち、第１の光学系において「物体側にもっとも近い屈折力を持った光学要素」の光軸
に対して第１の光学系の各要素は「チルト偏芯」していない。
【００６２】
　このＳ２６の投射光学系においては「第１の光学系を２以上の群で構成し、２以上の群
のうちの少なくとも１つの群を平行偏芯させた構成」とすることができる（Ｓ２７）。
【００６３】
　Ｓ２５～２７の任意の１の投射光学系において、第２の光学系に含まれる反射面の１以
上を「自由曲面」とすることが好ましい（Ｓ２８）。この場合、第２の光学系に含まれる
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反射面のうち「正規像の結像位置側に最も近い反射面のみ」を自由曲面とすることができ
る（Ｓ２９）。
【００６４】
　Ｓ２５～２９の任意の１の投射光学系において「第２の光学系に入射した光束が初めて
反射される正のパワーを有する反射面」を、回転対称な面とすることが好ましい（Ｓ３０
）。この場合、回転対称な反射面を「球面反射面」とすることができる（Ｓ３１）。
【００６５】
　Ｓ２５～３１の任意の１の投射光学系において「第１の光学系を屈折光学系のみで構成
」することができる（Ｓ３２）。この場合、第１の光学系における屈折光学系には「非球
面形状が含まれていない」ようにできる（Ｓ３３）。
【００６６】
　Ｓ３４の画像投射装置は、画像表示パネルからの光束を投射光学系によってスクリーン
に導光し、スクリーン上に画像表示パネルに表示された画像の正規像を結像させる画像投
射装置であって、投射光学系として、Ｓ２５～３３の任意の１の投射光学系を搭載したこ
とを特徴とする。
【００６７】
　上記Ｓ２５～３４につき若干補足すると、Ｓ２５～３３の投射光学系を用いる画像投射
装置において、投射される物体像を表示する物体としては、液晶パネル等のライトバルブ
やＤＭＤ、スライドフィルム等のように、外部光源からの光で照明される方式の画像表示
手段を用いることができることは勿論、発光ダイオードを２次元的に配列したものやプラ
ズマディスプレイ、ＥＬ発光素子アレイ等、自己発光型の画像表示手段を用いることがで
きることは言うまでもない。
【００６８】
　また「屈折光学系」は、レンズ以外に、「回折作用を示す光透過型の素子」であること
もできる。
【００６９】
　以下、請求項１以下の発明を説明する。　
　請求項１記載の投射光学系は「被投影物体面からの光束を、透過型屈折光学系と、１枚
の反射ミラーからなる反射型屈折光学系を介して投影面上に導光し投影する投射光学系」
であって以下のごとき特徴を有する。
【００７０】
　「透過型屈折光学系」は複数の透過型屈折素子を有する。
【００７１】
　「透過型屈折素子」は、「光透過性媒質の境界面において光の屈折作用を示す光学素子
全般」を意味し、代表的な素子はレンズであるが、それ以外に「回折作用を示す光透過型
の素子」であることもできる。
【００７２】
　「反射型屈折光学系」をなす反射ミラーは、反射境界面における光の反射屈折作用を示
す光学素子全般を意味し、「回折作用を示す光反射型光学素子」であることもできる。
【００７３】
　被投影物体面から上記透過型屈折光学系の第１面までが略テレセントリックである。
【００７４】
　「被投影物体面」は、投影されるべき画像が物体として表示される面であるが、この面
の実体をなすものは、前述した液晶パネル等のライトバルブやＤＭＤ、スライドフィルム
等のように、外部光源からの光で照明される方式の画像表示手段を用いることができ、さ
らには、発光ダイオードを２次元的に配列したものやプラズマディスプレイ、ＥＬ発光素
子アレイ等、自己発光型の画像表示手段を用いることができる。
【００７５】
　透過型屈折光学系よりも反射型屈折光学系側の結像光路上の空間に、被投影物体面の中
間像面が位置し、この中間像面における倒立した中間像が、１枚のみの反射ミラーを介し
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て投影面上に正規像として再結像される。
【００７６】
　反射型屈折光学系の上記「１枚のみの反射ミラー（反射型屈折光学系が１枚の反射ミラ
ーにより構成されるときは当該反射ミラー、反射型屈折光学系が２枚の反射ミラーで構成
される場合には、結像光路上で中間像よりも投影面側にある反射ミラー）」は、上下方向
と左右方向とでパワーが異なるアナモフィックな多項式自由曲面である。　
　透過型屈折光学系と上記１枚のみの反射ミラーとの間に中間像を結像させ、「該中間像
を結像した後の発散する光束」を、上記１枚のみの反射ミラーで反射し、その反射光の光
束が上記１枚のみの反射ミラーのパワーで投影面に集束する。
　反射型屈折光学系から投影面に至る光線は投影面の法線に対して傾斜して導光される。
【００７７】
　透過型屈折光学系は被投影物体面の法線に対して偏芯し、透過型屈折光学系の有する複
数の透過型屈折素子は互いに偏芯することなく構成されている。
【００７８】
　請求項２記載の投射光学系は「被投影物体面からの光束を、透過型屈折光学系と、１枚
の反射ミラーから成る反射型屈折光学系を介して投影面上に導光し投影する投射光学系」
であって、透過型屈折光学系は複数の透過型屈折素子を有し、被投影物体面から透過型屈
折光学系の第１面までが略テレセントリックであり、透過型屈折光学系よりも反射型屈折
光学系側の結像光路上の空間に被投影物体面の中間像面が位置し、中間像面における倒立
した中間像が、１枚のみの反射ミラーを介して投影面上に正規像として再結像される。
　反射型屈折光学系の上記１枚のみの反射ミラーは、上下方向と左右方向とでパワーが異
なるアナモフィックな多項式自由曲面であり、透過型屈折光学系と上記１枚のみの反射ミ
ラーとの間に中間像を結像させ、該中間像を結像した後の発散する光束を上記１枚のみの
反射ミラーで反射し、その反射光の光束が上記１枚のみの反射ミラーのパワーで投影面に
集束する。
　反射型屈折光学系から上記投影面に至る光線は、投影面の法線に対して傾斜して導光さ
れる。
　透過型屈折光学系は被投影物体面の法線に対して偏芯し、透過型屈折光学系の有する複
数の透過型屈折素子は群単位レベルでは互いに偏芯することなく構成されている。
【００７９】
　請求項２記載の投射光学系の特徴とするところは「透過型屈折光学系が被投影物体面の
法線に対して偏芯し、透過型屈折光学系の有する複数の透過型屈折素子は群単位レベルで
は互いに偏芯することなく構成されている」点にある。
【００８０】
　上記請求項１または２記載の投射光学系は「反射型屈折光学系が、透過型屈折光学系の
側から第１、第２の順に配置される２枚の反射ミラーを有し、被投影物体面の中間像面が
第１及び第２の反射ミラーの間に位置し、第１の反射ミラーは負のパワーの軸対称な反射
面、第２の反射ミラーは上下方向と左右方向とでパワーが異なるアナモフィックな多項式
自由曲面であることができる（請求項３）。
【００８１】
　請求項１または２または３記載の投射光学系は「被投影物体面の中間像の、アスペクト
比を補正する手段」として、透過型屈折光学系内に、上下方向と左右方向とでパワーが異
なるアナモフィックな多項式自由曲面を有することができる（請求項４）。
【００８２】
　「中間像のアスペクト比」を反射型屈折光学系の反射ミラーの形状により行うことは不
可能ではない。しかし、反射型屈折光学系の反射ミラーは主にディストーション補正を中
心に形状を決定することが望ましい。従って、透過型屈折光学系においてアスペクト比を
予め調整できていることが望ましく、透過型屈折光学系でアスペクト比を補正する手段と
して上記多項式自由曲面を用いることが有効である。
【００８３】
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　透過型屈折光学系への多項式自由曲面の採用は１面に限られないが、後述する実施例１
では、透過型屈折光学系に多項式自由曲面を１面だけ使用して充分な補正効果が得られた
。透過型屈折光学系に採用される多項式自由曲面は、被投影物体面に近い位置に採用して
も良いが、補正効果を高めるには投影面側に近い位置に採用することが好ましい。因みに
実施例１では透過型屈折光学系系の最終面に多項式自由曲面を採用している。
【００８４】
　請求項１～４の任意の１に記載の投射光学系は「透過型屈折光学系における被投影物体
面側のＮＡが、中間像面側のＮＡよりも大きい」ことが好ましい（請求項５）。
【００８５】
　透過型屈折光学系を構成する場合、被投影物体面側のＮＡ（「ＮＡ１」と言う。）は照
明系の配向分布特性によって決まるが、中間像面側のＮＡ（「ＮＡ２」と言う。）は透過
型屈折光学系の構成配置によって変えることができる。投射倍率を高くするためには反射
型屈折光学系のパワーを強くすることが有効であるが、このようにすると反射型屈折光学
系の像側焦点距離が短くなるので、光束の集光点が反射型屈折光学系の反射ミラー側に寄
り、そのため小さいサイズの正規像しか結像できない、つまり拡大倍率が小さくなる。こ
の課題をクリアするため、反射型屈折光学系に入射する光束のＮＡ２に着目したところ、
ＮＡ２をＮＡ１より小さくすることが「投射光学系倍率を高く」する上で特段の効果があ
ることがわかった。
【００８６】
　上記請求項１～５の任意の１に記載の投射光学系において、中間像面は「被投影物体面
の中心から射出する光束の主光線に対して傾斜湾曲」していることができる（請求項６）
。このようにすると、中間像面に対する自由度が増え、光学系全体の設計が容易になる。
【００８７】
　請求項１～６の任意の１に記載の投射光学系において「透過型屈折光学系の最終面にお
いて、被投影物体面の中心から射出した主光線と、被投影物体面の周辺から射出した主光
線とが略平行である」ことが好ましい。
【００８８】
　また、上に記載した投射光学系において「中間像の倍率：Ｍ１は１～５」程度が好まし
く、投影倍率は４０以上であることができ、この場合、投影面に対する投射角度：θが、
５°より大きいことが好ましい。
【００８９】
　対角線で０．９インチサイズの被投影物体面の像を６０インチ画面に拡大投射する拡大
投射光学系を「薄さ：５００ｍｍ以下」で実現するには上記ＮＡ２が０．００５～０．０
１程度になっているとよいことがわかった。ＮＡ２を小さくしすぎると透過型屈折系の全
長が伸びてしまうので、装置の全体サイズを小型化することを考慮するとＮＡ２は０．０
０５から０．０１程度が望ましい。
【００９０】
　またＮＡ２を０．０１以上にしたときには透過型屈折系はコンパクトになるが、ＮＡが
大きくなることにより、投射画面のディストーション補正、あるいは、倍率性能の確保が
難しくなってくる傾向がある。勿論、画面サイズが６０インチよりも小さい場合にはＮＡ
２の上限値は０．０１以上でもよい。
【００９１】
　請求項７記載の画像投射装置は「被投影物体面に表示される画像を投射光学系により投
影面上に拡大投影する画像投射装置」であって、投射光学系として、請求項１～６の任意
の１に記載のものを用いたことを特徴とする。この請求項７記載の画像投射装置は、フロ
ントプロジェクタ型として構成することもできるし（請求項８）、結像光路を折り返す折
り返しミラーを有するリアプロジェクタ型として構成することもできる（請求項９）。他
の請求項に記載された画像投射装置も、同様にして、フロントプロジェクタ型、リアプロ
ジェクタ型にできることは言うまでもない。
【００９２】
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　なお、上の説明における「上下方向と左右方向とでパワーが異なるアナモフィックな多
項式自由曲面」は、上下方向（投射される画像を基準として上下方向と左右方向とを考え
る。）をＹ方向、左右方向をＸ方向、曲面のデプスをＺ、「Ｘ２、Ｙ２、Ｘ２Ｙ、Ｙ３、
Ｘ２Ｙ２等」を係数として、
　Z=X2・x2＋Y2・y2＋X2Y・x2y＋Y3・y3＋X4・x4＋X2Y2・x2y2＋Y4・y4＋
　　X4Y・x4y＋X2Y3・x2y3＋Y5・y5＋X6・x6＋X4Y2・x4y2＋X2Y4・x2y4＋Y6・y6＋・・（
１）
で表される形状である。
【発明の効果】
【００９３】
　以上の如く、この発明によれば、新規な投射光学系、拡大投射光学系、拡大投射装置お
よび画像投射装置を実現できる。
【００９４】
　Ｓ１～Ｓ８の任意の１の投射光学系は、第１、第２の光学系により構成され、ライトバ
ルブにより形成された画像を、第１及び第２の光学系の光路上に中間像として結像させ、
この中間像をさらに拡大して投射するので、大きな投射倍率を実現でき、第１の光学系が
屈折光学系を含むので、色合成プリズムを用いた場合においても色分散特性を利用して色
収差補正が可能であり、結像光束の光路を第２の光学系の含む反射面で折り返すのでコン
パクトに構成できる。
【００９５】
　従って、Ｓ１～Ｓ８の任意の１の投射光学系を用いるＳ９の画像投射装置は、コンパク
トに構成でき、結像光束の光路を装置空間内おいて長くとれるため、装置外の投影空間を
縮小しながら大サイズの画像を投射表示できる。
【００９６】
　Ｓ１０～２３の任意の１の拡大投射光学系は、画像表示パネル上の画像をスクリーン上
に「歪みの少ない大画面」として投射でき、また、この拡大投射光学系を用いる請求項２
４記載の拡大投射装置は薄型に実現できる。
【００９７】
　Ｓ２５～３３の任意の１の投射光学系は、第１の光学系により中間像を形成して、第２
の光学系で拡大投影することにより、光学系の合成の拡大倍率をあげることができ、第１
の光学系に屈折光学系を加えたことにより、色分解プリズムを用いた場合においても、色
分散特性を利用して色収差補正が可能である。また、屈折光学系を構成するレンズ要素を
平行偏芯もしくはチルト偏芯させることにより、投射画像に歪みが生じないように「中間
像に逆歪みを効果的に発生させる」ことができる。従って、Ｓ３４の画像投射装置は、所
望の拡大倍率で至近距離投射が可能である。
【００９８】
　請求項１～６の任意の１に記載の投射光学系は、歪みなく大画面を投射でき、請求項７
～９記載の画像投射装置は薄型に構成可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００９９】
　請求項１以下の発明の実施の形態を説明するのに先立って、上記参考技術Ｓ１～Ｓ３４
に関する実施の形態を説明する。
　図１は、Ｓ９の画像投射装置の実施の１形態における要部を略示している。
【０１００】
　符号１５で示す「ライトバルブ」は、この実施の形態において液晶パネルであり、以下
、単にパネル１５と称する。符号１０で示す光源は、ランプとリフレクタによる発光部１
１と、この発光部１１からの光束を照明光束とする照明光学系１２とにより構成されてい
る。光源１０からの照明光束は、パネル１５に照射される。
【０１０１】
　ライトバルブであるパネル１５は「変調信号に応じて画像形成」され、形成された画像
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は、光源１０からの照明光束を２次元的に強度変調して透過させる。パネル１５を透過し
た光束は、第１の光学系１７と第２の光学系１９により構成される「投射光学系」により
スクリーン２１上に投射結像され、「パネル１５に画像形成された画像」の拡大像を表示
する。
【０１０２】
　図２は、図１における投射光学系の部分を説明するための図である。
【０１０３】
　ライトバルブであるパネル１５の投影側に、パネル１５の側から第１、第２の順に配設
される第１及び第２の光学系１７、１９を有し、第１の光学系１７は屈折光学系（レンズ
）で正のパワーを有し、第２の光学系１９はパワーを有する反射面を有し、正のパワーを
有する。
【０１０４】
　パネル１５により形成された画像は、第１及び第２の光学系１７、１９の光路上に中間
像Ｉintとして結像され、スクリーン２１上には、この中間像Ｉintを「さらに拡大した画
像」が投射結像される。
【０１０５】
　第１の光学系１７は、図２において１枚のレンズとして示しているが、具体的には「屈
折光学系を含む種々の形態」、例えば、複数レンズによる構成や、レンズとミラーの組合
せ、反射面と屈折面を一体化した構成等が適宜可能である。
【０１０６】
　第１の光学系１７は、全体的に正のパワーを有しており、図２に示されたように、第１
の光学系１７により形成される中間像Ｉintは「パネル１５に形成された画像の倒立像」
である。中間像Ｉintの倍率は、パネル１５上の画像の１～数倍程度であることが好まし
い。中間像Ｉintが縮小像であると、第１および第２の光学系全体として「大きな拡大率
の表示画像」を得るためには、第２の光学系に大きな拡大倍率が必要となり、収差の補正
等と大倍率のバランスを実現することが困難になる。
【０１０７】
　逆に、中間像Ｉintの拡大倍率が大きくなりすぎると、第２の光学系のサイズが大きく
なり、投射光学系、延いては画像投射装置を大型化してしまう。
【０１０８】
　図２には、＋側の最大像高（図１における位置：ａ）と－側の最大像高(図１における
位置：ｂ)の２点に対応するパネル１５上の位置：Ａ、Ｂから上記位置：ａ、ｂへ向う光
束の光路を模式的に示している。
【０１０９】
　中間像Ｉintは必ずしも「平面状に結像」する必要は無く、第１の光学系１７と第２の
光学系１９との合成光学系でスクリーン２１上に投射される画像が「満足のいく画像」と
なるよう、合成光学系全体として性能を確保していればよい。従って、第１の光学系１７
による結像性能には特に制約はない。
【０１１０】
　図１、図２に示す実施の形態においては、第１の光学系１７により形成された中間像Ｉ
intを結像させた光束を、第２の光学系１９で反射して光路を折り返し、中間像Ｉintを形
成する光束の進行方向と逆の向きに投射画像を投影するようになっている。
【０１１１】
　図１、図２の実施の形態では、第２の光学系１９を１面の凹面鏡で構成した例であるが
、第２の光学系の形態はこれに限らず、反射面を２以上含むことができるし、反射面とと
もに屈折光学系を含むこともできる。
【０１１２】
　図１、図２の構成において、第２の光学系中に「さらに１面の反射面を付け加える」こ
とにより、最終的に投射される光束の向きを「図１の向きと逆」にすることもできる。ま
た、図１、図２の構成において、中間像Ｉintの形成される位置と、反射面１９との間に
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、第２の光学系の一部として屈折光学系(レンズ系)を配し、反射面１９に「より効率的に
光量を取り込む」ようにすることができる。
【０１１３】
　図２に示したように、パネル１５における位置：Ａを起点とする光束は、中間像Ｉint
における位置：Ａ'に重心を持つように集まり、集光後の光線は、集束角と同じ発散角で
広がり、正のパワーを有する第２の光学系１９により反射されて、図１におけるスクリー
ン２１上の位置：ａに結像する。
【０１１４】
　同様に、パネル１５における位置：Ｂを起点とする光束は、中間像Ｉintにおける位置
：Ｂ'に重心を持つように集まり、集光後の光線は、集束角と同じ発散角で広がり、第２
の光学系１９により反射されて、図１におけるスクリーン２１上の位置：ｂに結像する。
【０１１５】
　中間像Ｉintを形成させることにより、パネル１５における位置：Ａ、Ｂからの光束の
結像に寄与する反射面１９の有効領域を「局所的に狭める」ことが可能となる。即ち、図
２に示すように、位置：Ａからの光束に対する結像性能には、第２の光学系１９の「反射
領域Ａ’’」の形状が影響し、位置：Ｂからの光束に対する結像性能は「反射領域Ｂ’’
」の形状が影響する。
【０１１６】
　従って、図１、図２に示す構成により、反射領域Ａ’’、Ｂ’’の面形状を最適化する
ことが可能である。さらには、第２の光学系１９における凹面の形状を「局所的に変化」
させることにより、スクリーン２１上の各部への集光特性が制御可能となる。　
　特に、上記凹面を自由曲面形状とすることでその効果を最大限に生かせる。
【０１１７】
　従来から知られた光線追跡法などのシュミュレーション手法により、最適な諸元設定を
行えばよい。反射面により最適化を行えるので、色収差の発生、増加を抑えて、そのほか
の集光特性を向上させる設計が可能となる。
【０１１８】
　第１の光学系１７は、屈折光学系を含むので、「反射面だけでは補正不能な色収差」を
屈折光学系により補正することが可能である。
【０１１９】
　また、スクリーン２１上に投射される投射像に影響する諸収差で、第２の光学系の反射
面のみでは補正できない部分は、第２の光学系に積極的に屈折光学系を取り入れて補正す
るようにしてもよい。
【０１２０】
　図１に示す如き構成において、第２の光学系１９の結像倍率を高めるには、中間像Ｉin
tの形成される位置を、第２の光学系１９の反射面に近づければよい。これを、図３、図
４を参照して説明する。
【０１２１】
　図３において、符号１５はパネル、符号１７Ａは第１の光学系(レンズ)、符号１９Ａは
第２の光学系（凹面鏡）を示し、符号２１はスクリーンを示す。
【０１２２】
　光学系の緒元の表記に従い、パネル側から数えて、第ｉ番目の面の曲率半径をＲｉ（ｉ
＝１～３　ｉ＝１は第１の光学系１７Ａの入射側面、ｉ＝３は第２の光学系１９Ａの反射
面）、第ｉ番目の面と第ｉ＋１番目の面との間の面間隔をＴｉ（ｉ＝０～３　ｉ＝０はパ
ネル１５と第１の光学系１７Ａの入射側面との間、ｉ＝３は第２の光学系１９Ａとスクリ
ーン２１との間）とする。
【０１２３】
　図３の光学系の緒元は以下の通りである。　
　ｉ　　　　Ｒｉ（ｍｍ）　　　　Ｔｉ（ｍｍ）　　　　材質
　０　　　　　　　　　　　　　　８５
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　１　　　　６５　　　　　　　　２５　　　　　　　　ＢＫ７
　２　　　－５５　　　　　　　２２５
　３　　－１３５　　　　　　－４００　　　　　　　　　　　　。
【０１２４】
　パネル１５における物体高は、±７．５ｍｍである。
【０１２５】
　像高位置０(スクリーン２１上のＰ点)で、投射画像が最適に結像するよう設定すると、
物体であるパネル１５における位置：Ａ、Ｂを起点として、スクリーン２１上の位置：ａ
、ｂに到達する各主光線の間隔は約２０８ｍｍとなる。
【０１２６】
　ここで、図４に示すように、第１の光学系１７Ｂと第２の光学系１９Ｂを用い、第１の
光学系１７Ｂのパワーを緩め、中間像Ｉintの位置を第１の光学系１７Ｂから遠ざけるよ
うにし、同時に「像高０における集光性が保たれるように位置関係を保った」まま、第２
の光学系１９Ｂにおける正のパワーを調整すると、これら光学系の緒元は以下の如くにな
る。　
　ｉ　　　　Ｒｉ’（ｍｍ）　　　Ｔｉ’（ｍｍ）　　　　材質
　０　　　　　　　　　　　　　　８５
　１　　　　６５　　　　　　　　２５　　　　　　　　ＢＫ７
　２　　　－６０　　　　　　　２２５
　３　　　－９８　　　　　　－４００　　　　　　　　　　　　。
【０１２７】
　パネル１５における物体高は、±７．５ｍｍである。
【０１２８】
　図４は、説明上、図３と光学配置を異なるように描いているが、上記緒元から明らかな
ように、光学系の配置は、図３の配置と同じであり、図３の光学系と異なっているのは第
１の光学系１７Ｂの射出側面の曲率と、第２の光学系１９Ｂの反射面の曲率のみである。
【０１２９】
　このとき、パネル１５における位置：Ａ、Ｂを起点として、スクリーン２１上の位置：
ａ’、ｂ’に到達する各主光線の間隔は約３６２ｍｍとなり、図３に示す場合（２０８ｍ
ｍ）よりも拡大率が向上している。即ち、第１の光学系における正のパワーが弱まり、中
間像Ｉintが第２の光学系１９Ｂの「正のパワーを持つ反射面」に近づいた結果、拡大率
が増大しているのである。上記のように、光学配置を変えることなく、屈折面・反射面の
曲率半径を変化させるのみで、拡大率を向上させることができる。
【０１３０】
　上に説明したところを具体化するには、第１及び第２の光学系の光路上において「中間
像の結像位置を第２の光学系における正のパワーを持つ反射面に近づけるための、負のパ
ワーをもつ光学素子」を、中間像のライトバルブ側に設ければよい(Ｓ２)。
【０１３１】
　中間像の位置を第２の光学系における正のパワーを持つ反射面に近づけるために、中間
像のライトバルブ側に設ける負のパワーを持つ光学素子としては、凹レンズやフレネル凹
レンズ、凸面状の反射鏡、あるいはこれらの複合系等を考えることができる。
【０１３２】
　実際には、各像高位置での集光特性を確保し、像面の歪みを補正する必要があるが、屈
折面や反射面の面数を増やして設計の自由度を上げるなどし、従来から知られた光線追跡
法などによるシミュレーションで最適化設計を行えばよい。
【０１３３】
　図５は、Ｓ３の実施の１形態を略示している。煩雑をさけるため、混同の虞がないと思
われるものについては、図１におけると同一の符号を付した。　
　この実施の形態では、第２の光学系１９０は、正のパワーを有する反射面１９２と負の
パワーを有する反射面１９１とを有する。
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【０１３４】
　パネル１５からの光束は第１の光学系１７の作用により結像光束となるが、中間像Ｉin
tが結像される以前に、負のパワーを持つ反射面１９１に入射し、反射面１９２に向って
反射される。そして、中間像Ｉintは反射面１９１と反射面１９２との中間部に形成され
る。中間像Ｉintは、反射面１９２の正のパワーによりさらに拡大され、スクリーン２１
上にパネル１５上の画像が投射される。
【０１３５】
　即ち、第２の光学系１９０における反射面１９１は、請求項２記載の発明における「中
間像Ｉintが形成される位置を、第２の光学系１９０の正のパワーを持つ反射面１９２に
近づける作用をもつ負のパワーを持つ光学系」の１例である。
【０１３６】
　反射面１９１としては、凸反射面、フレネル凸反射鏡、正のパワーを持つホログラム反
射鏡等、発散パワーを有する反射光学素子を適宜に利用できる。
【０１３７】
　中間像の位置をライトバルブから離すために、投射光学系は多少大きくならざるを得な
いが、上記「負のパワーをもつ光学系」を、反射鏡で構成することにより、光路を折り返
すレイアウトを採用でき、光学系全体のサイズは小さくすることができる。
【０１３８】
　Ｓ２やＳ３の「中間像の結像位置を第２の光学系における正のパワーを持つ反射面に近
づけるための、負のパワーをもつ光学素子」は、これを用いることにより、「第２の光学
系における正のパワーを持つ反射面」への入射光束の「発散の程度」を狭める調整が可能
となり、上記正のパワーを持つ反射面の「有効反射エリア」を小さくすることが可能とな
る。
【０１３９】
　上記正のパワーを持つ反射面の有効反射エリアの調整や、同反射面の形状の局所的な形
状付与、即ち「自由曲面形状の設定」により、集光特性や歪みなどをよりきめ細かく制御
できる。　
　上記の如き構成の採用により、従来の投射光学系より広角化が可能となる。
【０１４０】
　上の実施の形態で説明した各種の反射面のうち、少なくとも１面を自由曲面で構成する
ことにより、設計の自由度が増し、諸収差の補正がし易くなる(Ｓ４)。
【０１４１】
　ここに謂う「自由曲面」は、アナモフィック面や、Ｘ－Ｙポリノミナル面等、「非回転
対称な面形状」を含む面である。
【０１４２】
　投射光学系に含まれる全ての面(屈折面、反射面)を自由曲面で構成すれば、設計上は、
極めて良好な結像特性を実現できるが、実際には各面の相対位置誤差や偏芯誤差等の要求
精度が厳しくなるので、自由曲面の数は多いほど良いというわけではなく、最適な自由曲
面の数を設定するのがよい。
【０１４３】
　上に説明したように、中間像Ｉintを形成した光束は、その後、発散光束となり、第２
の光学系における正のパワーを持つ反射面(凹面鏡)に入射する。従って、中間像Ｉintの
各位置からの発散性の光束は、上記凹面鏡における局所的な反射領域で反射されてスクリ
ーン上に結像する。換言すると、スクリーン上の各位置に結像する光束は、上記凹面鏡に
おいて「像高ごとに局所的な反射領域」に対応する。
【０１４４】
　このことから、上記凹面鏡（中間像を形成した光束が、中間像形成後最初に反射される
反射面）の面形状を自由曲面とし「それぞれの像高に対する反射領域」ごとに、反射面の
曲面形状を調整することにより、最も効果的に諸収差補正が可能となり性能向上を図るこ
とができる(Ｓ５)。
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【０１４５】
　面加工や組み付け性を考慮すると、自由曲面の数はできるだけ少ないのがよく、中間像
を形成した直後の正のパワーを有する反射面（凹面鏡）に優先的に適用するのが最も効果
的である。反射領域の調整に加え、「集光パワーを持つ凹面の局所的な形状を調整できる
自由曲面」の形状設定によって、集光特性や像の歪みなどの特性をより向上させる設計が
可能となる。
【０１４６】
　中間像の倍率は「等倍～数倍程度」であれば良く、中間像の形成に拘わる第１の光学系
の結像倍率は大きい必要がない、従って、第１の光学系は、従来からある屈折光学系のみ
による構成(Ｓ６)で最適化が可能である。第１の光学系を屈折光学系のみで構成すると、
第１の光学系の光学設計が容易になり、面加工や組み付け性に関しても許容公差を緩くす
ることが可能となる。
【０１４７】
　また、屈折面数等を増やして設計の自由度を増し、それにより、公差を分配して性能向
上させることも可能である。
【０１４８】
　Ｓ６では、第１の光学系を「屈折光学系のみ」で構成するが、さらなる性能向上を望む
場合は「第１の光学系構成上の自由度をさらに向上させる」ことが必要となる。
【０１４９】
　このような更なる性能向上を図る場合には、第１の光学系を「回転対称軸を有する反射
面と屈折光学系とで構成」するのが良い(Ｓ７)。「回転対称軸を持つ反射面」は比較的作
り易く、加工性と組み付け性を損なうことなく設計の自由度を向上するのに極めて有効で
ある。この回転対称軸をもつ反射面を、非球面形状とすることによりさらに自由度が向上
する。また、この反射面にシフト偏芯やチルト偏芯の自由度を与えることにより、より自
由度を向上させた設計が可能となる。
【０１５０】
　また、屈折光学系においても非球面形状を用いることができる。このような構成を採用
することにより設計の自由度が向上し、より高性能な投射光学系を実現できる。
【０１５１】
　反射面の加工には、従来から知られた研磨加工や、金型による成形加工、精密な形状転
写加工等、様々な加工法を採用できる。また、屈折透過面と反射面とが一体となった構成
とし、内部全反射構造としてもよい。
【０１５２】
　図１を参照して、画像投射装置の１形態を説明する。　
　光源１０における発光部１１のランプとしては、ハロゲンランプ、キセノンランプ、メ
タルハライドランプ、超高圧水銀ランプなどを用いることができる。
【０１５３】
　高効率な照明効率を得られるように、ランプ近傍にランプと一体化して設けられたリフ
レクタを用いる。図１に図示されていないが、リフレクタにより反射されて「指向性を持
った光束」を、光強度を均一化してパネル１５上に照射できるように「インテグレータ光
学系と呼ばれる公知の照度均一化手段」を用い、パネル面上に均一な照明分布の照明を行
うようにすることもできる。
【０１５４】
　図１に、ライトバルブとして例示した透過型の液晶パネル１５に換えて「反射型の液晶
ライトバルブ」を用いる場合は、偏光ビームスプリッタ等を用いて、照明光路と投射光路
を分離することにより「効率のよい照明」が可能である。
【０１５５】
　また、ライトバルブとして「デジタル・マイクロミラー・デバイス（ＤＭＤ）」を用い
る場合には「斜め入射光学系や全反射プリズムを使った光路分離光学系」を用いる。この
ようにライトバルブの種類に応じて適切な光学系を採用できる。
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【０１５６】
　フロントタイプのプロジェクタでは、投射画像を上方にシフトさせ、観察者からみて投
射画像がプロジェクタの陰にならないようにするのが良い。即ち、投射光学系の光軸(第
１の光学系１７の光軸)に対して垂直な面内で、ライトバルブ１５をシフト（図では下側
）し、投射光学系の下方から光束を入射させるようにしている。
【０１５７】
　ライトバルブ１５の上記シフト量が大きいほど、第１の光学系１７に要求される仕様と
して、特に有効画角を広くとる必要がある。ライトバルブ１５の上記シフト量は必要に応
じて適宜の大きさに設定し、第１の光学系１７により一旦中間像Ｉintを形成し、正のパ
ワーを有する第２の光学系１９により、ライトバルブ１５で形成した画像をスクリーン２
１上に拡大投射する。
【０１５８】
　リアプロタイプでは、投射光路に平面ミラーを配置して、光路を折り曲げ空間占有率を
より小さくすることができることは当然である。
【０１５９】
　なお、上には簡単のため、パネル１５を１枚のみ示したが、赤・緑・青用の３枚のパネ
ルを用い、各パネルにより変調された光束を、公知のダイクロイックプリズム等の色合成
手段により色合成した後に、第１の光学系１７等へ入射させることにより、スクリーン２
１上にカラー画像を投射することができることは言うまでも無い。
【０１６０】
　以下に、Ｓ１０～２４に関する実施の形態を説明する。
【０１６１】
　図６に示す実施の形態において、符号１で示す画像表示パネル（以下、単にパネル１と
いう）から符号２で示す「スクリーン」に向かう光束群の基準光線はスクリーン２の法線
と所定の傾きをもってスクリーン２に入射する。「基準光線」は、パネル１の中心からス
クリーン２に導光される光束の主光線とする。
【０１６２】
　パネル１は反射型の液晶パネルで、直線偏光した照明光が、偏光ビームスプリッタ１０
Ａを介して照射され、パネル１により変調された光束が偏光ビームスプリッタ１０Ａを介
して結像光束となる。
【０１６３】
　光の伝搬においてパネル１側を「上流」、スクリーン２側を「下流」と呼ぶと、パネル
１の下流側に「屈折力をもつ透過面から成り、非球面を１面以上含」む透過光学系３が配
置され、その下流側に、複数の反射面４、５、６、７、８を有する「反射光学系」が配置
される。
【０１６４】
　パネル１からの結像光束は、透過光学系３内を伝搬し、反射光学系を構成する反射面４
～８を介してスクリーン２へ導光される。反射光学系を構成する反射面４～８のうち、反
射面８は「回転非対称反射面」となっている。
【０１６５】
　透過光学系３には光束集光作用を与えることが好ましいが、この実施の形態では、透過
光学系３における「倍率拡大の作用負担」を緩め、特に「下流側のレンズの口径が大型化
しない」ようにしている。従って、拡大投射光学系としての倍率拡大の作用は、その全て
、もしくは相当部分を反射光学系が負っている。
【０１６６】
　回転非対称反射面８によって「非対称収差（図において、上記基準軸の上下方向におけ
る非対称性に起因する収差）」を補正するとともに、透過光学系３の光軸をパネル１に対
して偏芯して設定（この実施の形態では、光軸が、パネル１の中心よりも、図の上方へ偏
芯している）することにより、非対称収差の補正効果を高くしている。即ち、透過光学系
３と反射光学系の双方に「非対称収差の補正を分担」させている。
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【０１６７】
　透過光学系３はセル化を容易にするため「全体を共軸」に組付けている。　
　この実施の形態のように、拡大投射光学系を、透過光学系と反射光学系で構成すると、
全ての光学面を反射面で構成するよりも、光学系を組み付け易くなり、反射面による「光
路折り返し効果」も活かすことができ、全系を小型化できる。
【０１６８】
　透過光学系３の下流側で反射面４の上流側には符号９で示す「絞り」が設けられ、絞り
９より下流側の反射面により、絞り９の像Ｉ９が「負の縮小倍率」で結像光路上に結像す
るようになっている。即ち、絞り９の「縮小倍率の像Ｉ９」は反射光学系の反射面４、５
、６、７の作用により、反射面７と回転非対称反射面８との間に倒立像として結像する。
【０１６９】
　このように、絞り９の像Ｉ９が縮小倍率で結像するようなパワー配置を取ると、絞り９
の像Ｉ９より下流側にある反射面（説明中の実施の形態では反射面８）に入射する光束が
大きく広がらないため、この反射面を小型にできる。
【０１７０】
　上述の如く、絞り９の像Ｉ９は、反射光学系の光路内（反射面７と回転非対称反射面８
との間）で結像しており、この結像位置は「スクリーン側の瞳」、即ち拡大投射光学系の
「射出瞳」となる。
【０１７１】
　結像光束は、反射光学系内の光路上においてパネル１の中間像を結像する。この中間像
は、絞り９の像Ｉ９と同様「負の倍率の実像」で等立像である。図に示す実施の形態では
、パネル１の中間像は反射面７の反射面近傍に結像される。即ち、パネル１の中間像は、
透過光学系３と反射面４～６とにより形成される。
【０１７２】
　スクリーン２に結像するのは「パネル１の中間像の、反射面７と回転非対称反射面８に
よる拡大像」であり、このときの結像倍率も負である。このように、パネル１からの光束
は中間像が倒立像として結像され、さらにこの倒立像が倒立された正立像としてスクリー
ン２上に結像する。その際、中間像において発生する台形歪みが、スクリーン上に結像さ
れるときの台形歪みと相殺しあい、台形歪みの少ない表示画像を得ることができる。
【０１７３】
　透過光学系３を１つのユニットとしてセル化すると、拡大投射光学系における位置調整
としては、セル化された透過光学系３と反射光学系との相対的な位置調整が残される。こ
のとき、反射光学系における最も上流側の反射面４のパワーが正であると、透過光学系３
から射出した光束が集光光束である場合、この光束は反射面４の正のパワーによりさらに
集光される作用を受ける。
【０１７４】
　この実施の形態では「反射面４のパワー」を負としている。反射面４のパワーを正にす
ると、透過光学系３と反射光学系の相対位置が「ズレ」たときに発生する収差が大きくな
る。換言すると、透過光学系３と「反射光学系」のズレ量が同一である場合、ズレ量に対
する収差の変化量が大きい。
【０１７５】
　実施の形態のように、反射面４のパワーを負にすると上記「ずれ量に対する収差の変化
量」が小さい。従って、透過光学系３と反射光学系との相対的な位置関係の精度が緩やか
になり、光学系組付けが容易となる。
【０１７６】
　上記反射面４のパワーを負にした上で、その下流に配置する反射面５のパワーは正とな
っている。反射光学系における上流側において、負のパワーの反射面が続くと入射光束の
発散性が過大になり、反射光学系内に「絞りの像」を結像させることができなくなる。
【０１７７】
　反射面５のパワーを正とすることは、反射面５により反射される結像光束を収束傾向と
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し、絞り９の像Ｉ９を反射光学系の光路内に結像する上で重要である。即ち、絞り９と絞
りの像Ｉ９の間に設ける光学系（反射面４～７）の合成パワーは正である。
【０１７８】
　反射面４とともに反射面５も負のパワーとし、その下流側の反射面６のパワーを正にし
ても良いが、反射面６のパワーを強くする必要性が生じたり、面間距離が長くなったりし
て収差発生量が増え、光学系が大きくなり、構成面数も増えるので、メリットはあまりな
い。
【０１７９】
　パネル１とスクリーン２が共に平面で「斜め投射」を行う拡大投射光学系において、こ
の発明では「パネル１側からスクリーン２へ向う光束が生成するパネル１の、負の倍率の
中間像」と、「スクリーン２側からパネル１へ向う光束が生成するスクリーン２の、負の
倍率の中間像」の位置・形状が略一致するように、中間像面の上流側および下流側の光学
系を構成している。
【０１８０】
　「スクリーン２側からパネル１に向う光束」は、拡大投射光学系設計の際に、スクリー
ンを物体面、パネルを像面として光線追跡を行う際において使用される仮想的な光束を言
う。
【０１８１】
　反射光学系部において、回転非対称反射面８は、この実施の形態におけるように、結像
光束の光路上、最下流のスクリーン２に最も近い位置に配置することが好ましい。反射面
４～８における「異なる画角に対応する各々の光束」の入射位置は、上流においては重な
っている領域が広く、下流に行くほど「重なる領域」が少なくなるようにする。
【０１８２】
　回転非対称反射面は、入射位置に対して取り得る面形状の自由度が高いので、回転非対
称反射面８を最下流側とし、この面位置において「異なる画角に対応する各々の光束の互
いに重なる領域」が少なくなるようにすると、回転非対称反射面８よりも上流側の光学系
による「各画角の光束が有する残存収差の補正に適する面形状」を回転非対称反射面８に
与えることができ、高い収差補正効果を実現できる。
【０１８３】
　上記とは逆に、反射光学系の上流側に回転非対称反射面を設けると、その反射面の同位
置に「異なる画角の光束が重なって入射している状態」となるから、異なる画角の光束の
各々が有する収差を同時に補正する「反射面の形状解」を得ることが困難になる。
【０１８４】
　この実施の形態においては、透過光学系３にも「非対称収差成分の補正」を分担させる
ことができる。このような場合、補正効果を高くするには、透過光学系３に「回転非対称
な透過面」を与える。回転非対称面は「回転対称非球面では補正困難な収差成分を補正」
するのに有効である。
【０１８５】
　反射光学系は複数の反射面４～８で構成されているが、これらをユニットとして一体に
構成することによって、反射面同士の相対位置精度を出し易くなり、拡大投射光学系の組
付けが容易になる。反射面の一体化は例えばモールド成形法によって実現できるが、これ
に限らず、他の適宜の方法で実現して良い。
【０１８６】
　若干付言すると、絞り９を配置する位置は、図１の位置に限らず、例えば、透過光学系
３における面間に設けても良い。この場合には、絞りの像の結像に、透過光学系の一部も
参与することになる。
【０１８７】
　画像表示パネルは１枚に限らず、３枚の画像表示パネルを用い、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、
Ｂ（青）の各色成分画像を色ごとに異なる画像表示パネルに表示し、これら画像表示パネ
ルからの光を合成して、拡大投射光学系によりスクリーンへ導光し、スクリーン上にカラ
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ー画像を表示するように構成することもできる。
【０１８８】
　このような場合には、図１において、パネル１と透過光学系３との間の偏光ビームスプ
リッタとダイクロイクプリズムを組合せたもの（カラー画像投射装置において広く知られ
ている）を用いることができる。　
　また、スクリーンは必ずしも平面でなくてもよい。
【０１８９】
　上に説明したように、図１に示す拡大投射光学系は、画像表示パネル１からの光束をス
クリーン２に導光し、スクリーン２の法線に対し傾斜した方向から投射して、スクリーン
２上に画像表示パネル１に表示された画像の拡大像を結像させる拡大投射光学系であって
、反射光学系４～８と透過光学系３とを有し、反射光学系はパワーをもつ複数の反射面４
～８により構成され、回転非対称反射面８を含み、透過光学系３は屈折力をもつ透過面に
より構成され、非球面を１面以上含む（Ｓ１０）。
【０１９０】
　透過光学系３における画像表示パネル側から第１面と、反射光学系におけるスクリーン
側から第１面との間に絞り９が設けられ、そのスクリーン側に配置した光学素子４～７に
より、絞り９の像Ｉ９が負の縮小倍率で結像するように構成されている（Ｓ１１）。
【０１９１】
　図１の拡大投射装置はまた、複数の透過面からなる透過光学系３と、複数の反射面４～
８から成る反射光学系と、絞り９とを有し、反射光学系における反射面のうち、絞り９を
通過した光束が最初に入射するパワーを持つ反射面４のパワーが負であり（Ｓ１２）、絞
り９を通過した光束が最初に入射する負のパワーを持つ反射面４に続く反射面５が正のパ
ワーを持ち（Ｓ１３）、反射光学系は、パワーを持つ複数の反射面４～８により構成され
、回転非対称反射面８を含み、透過光学系３は屈折力をもつ透過面により構成され、非球
面を１面以上含む（Ｓ１４）。
【０１９２】
　図１の拡大投射光学系はまた、画像表示パネル１側からスクリーン２に至る光束が生成
する画像表示パネルの負の倍率の中間像と、スクリーン２側から画像表示パネル１に至る
光束が生成するスクリーン２の負の倍率の中間像の位置・形状が略一致し（Ｓ１５）、複
数の反射面から成る反射光学系４～８と、複数の透過面からなる透過光学系３とを有し（
Ｓ１６）、絞り９を有し、反射光学系における反射面のうち、絞りを通過した光束が最初
に入射するパワーを持つ反射面４のパワーが負であり（Ｓ１７）、絞り９を通過した光束
が最初に入射する負のパワーを持つ反射面４に続く反射面５が正のパワーを持ち（Ｓ１８
）、反射光学系はパワーを持つ複数の反射面により構成され、回転非対称反射面８を含み
、透過光学系３は屈折力をもつ透過面により構成され、非球面を１面以上含む（Ｓ１９）
。
【０１９３】
　さらに、回転非対称反射面８は、投射光路上において「最もスクリーン２側」に配置さ
れ（Ｓ２０）、透過光学系３が、屈折力を有する回転非対称な透過面を含み（Ｓ２１）、
画像表示パネル１の位置に対し、透過光学系３の光軸が、導光光路を含む面内で偏芯して
設定されている（Ｓ２２）。また、反射光学系はユニットとして一体に構成することがで
きる（Ｓ２３）。
【０１９４】
　従って、図６に示した拡大投射光学系に対して、公知の各種の光源を付加することによ
り、画像表示パネル１に画像を表示し、画像表示パネル１を光源からの光で照明し、照明
された画像表示パネル１からの光束を拡大投射光学系によりスクリーン２に導光し、スク
リーン２の法線に対し傾斜した方向から投射して、スクリーン２上に画像表示パネル１に
表示された画像の拡大像を投射する拡大投射装置であって、拡大投射光学系としてＳ９～
２３の任意の１の拡大投射光学系を用いた拡大投射装置（Ｓ２４）を実現できる。
【０１９５】
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　以下、Ｓ２５～３４の実施の形態を説明する。
【０１９６】
　図７は、Ｓ２５の投射光学系を有する画像投射装置の実施の１形態を示している。投射
光学系の部分を拡大して図８に示す。
【０１９７】
　図８において、符号７１で示す部分は物体側に配された第１の光学系、符号７２で示す
部分は像側に配された第２の光学系を示す。第１の光学系７１はレンズ７１１～７１６で
構成されレンズ７１３の直後に絞りＳを有する。レンズ７１３は「接合レンズ」である。
符号７２１、７２２は第２の光学系を構成する２面の反射面を示している。
【０１９８】
　第１の光学系７１の物体側は、図６に即して説明したような「反射型の液晶パネルに、
直線偏光した照明光を、偏光ビームスプリッタを介して照射し、液晶パネルにより変調さ
れた反射光束が偏光ビームスプリッタを介して結像光束となる型のもの」が想定され、符
号ＰＢが「偏光ビームスプリッタ」を示している。
【０１９９】
　物体側からの光束は第１の光学系７１、第２の光学系７２を介して図示されない投影面
（図７に示すスクリーン）上に画像を投射するが、物体の中間像は反射面７２１と７２２
の間の位置に結像し、反射面７２２により投影面上に正規像として結像する。
【０２００】
　「投射されるべき画像を表示する物体」としてはまた、図１に即して示した「ライトバ
ルブ１５を、ランプとリフレクタによる発光部１１からの光束を照明光学系１２により照
明する構成のもの」を用いることができる。発光部の具体例としては、ハロゲンランプ、
キセノンランプ、メタルハライドランプ、超高圧水銀ランプなどが好適である。照明光学
系には「リフレクタにより反射されて指向性を持った光束の強度をライトバルブに対して
均一化するインテグレータ光学系」を搭載することもできる。
【０２０１】
　上記物体としてはまた、ＤＭＤパネルに対し「斜め入射光学系」や全反射プリズムで、
光路分離を行う方式のものを用いることもできる。勿論、ＬＥＤアレイやＥＬアレイ、プ
ラズマディスプレイ等の自己発光型の物体を用いることもできる。
【０２０２】
　即ち、図７、図８に示す実施の形態における投射光学系は、屈折光学系（レンズ７１１
等）を少なくとも１つ含み、正のパワーを有する第１の光学系７１と、パワーを有する反
射面（７２１等）を少なくとも１つ含み、全体で正のパワーを有する第２の光学系７２と
を有し、物体面に近い側から第１、第２の光学系の順に配置され、物体像が一旦中間像と
して形成された後に正規像として結像されるように構成され、第１の光学系において物体
側にもっとも近い屈折力を持った光学要素７１１の光軸に対して他の光学要素７１２～７
１６、７２１、７２２が平行偏芯および／またはチルト偏芯している（Ｓ２５）。
【０２０３】
　Ｓ２６～３４に関する構成は参考具体例として後述する。
【０２０４】
　図１２に、請求項１記載の投射光学系を有する画像投射装置の実施の１形態を示す。
図１３にその投射光学系の部分を拡大して示す。　
　図１３において、符号１００で示す部分は、図６に即して説明した「反射型の液晶パネ
ルに、直線偏光した照明光を、偏光ビームスプリッタを介して照射し、液晶パネル１によ
り変調された反射光束が偏光ビームスプリッタを介して結像光束となる型」の物体側部分
であり、反射型の液晶パネルの画像表示面が「被投影物体面」である。図中、符号ＰＢが
偏光ビームスプリッタを示す。物体側の構成はこれに限らず、図１に即して説明した「ラ
イトバルブ１５を、ランプとリフレクタによる発光部１１からの光束を照明光学系１２に
より照明する構成のもの、あるいはこれにインテグレ－タ光学系を付加したもの」を用い
ることもできるし、ＤＭＤパネルに対し斜め入射光学系や全反射プリズムで光路分離を行
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う方式のものを用いることもでき、ＬＥＤアレイやＥＬアレイ、プラズマディスプレイ等
の自己発光型の物体を用いることもできる。
【０２０５】
　符号１２０で示す部分は「透過型屈折光学系」を示し、符号１３０で示す部分は「反射
型屈折光学系」である。
【０２０６】
　透過型屈折光学系１２０はレンズ１２１～１２７により構成されている。レンズ１２３
とレンズ１２６とは接合レンズであり、全体は９枚のレンズで構成されている。反射型屈
折光学系１３０は第１の反射ミラー１３１（反射面のみを示す。）、第２の反射ミラー１
３２（反射面のみを示す。）からなる。
【０２０７】
　即ち、図１２、図１３に示す投射光学系では、被投影物体面からの光束は、透過型屈折
光学系１２０と、この透過型屈折光学系の側から第１及び第２の順に配置される２枚の反
射ミラー１３１、１３２から成る反射型屈折光学系１３０を介して図示されない投影面上
に導光されて投影される。
【０２０８】
　透過型屈折光学系１２０は複数の透過型屈折素子１２１～１２７を有し、図示の如く、
投影物体面から透過型屈折光学系の第１面（レンズ１２１の物体側面）までは、図に示さ
れたように「略テレセントリック」であり、反射型屈折光学系１３０における２枚の反射
ミラー１３１、１３２の間に、被投影物体面の中間像面が位置し、中間像面における中間
像が、第２の反射ミラー１３２を介して投影面上に正規像として再結像される。
【０２０９】
　後述する実施例１に示すように、第１の反射ミラー１３１は負のパワーの軸対称な反射
面であり、第２の反射ミラー１３２は「上下方向と左右方向とでパワーが異なるアナモフ
ィックな多項式自由曲面」であり（請求項３）、第２の反射ミラー１３２から図示されな
い投影面に至る光線は投影面の法線に対して傾斜して導光される。
【０２１０】
　そして、透過型屈折光学系１２０は、被投影物体面の法線に対して偏芯するが、透過型
屈折光学系の有する複数の透過型屈折素子１２１～１２７は互いに偏芯することなく構成
されている。
【０２１１】
　レンズ１２３とレンズ１２６とは接合レンズであり、これら接合レンズ１２３、１２６
はそれぞれレンズの「群単位」を構成するが、これら接合レンズは「群単位レベルでは互
いに偏芯することなく構成」されている（請求項２）。
【０２１２】
　また、反射ミラー１３２、１３３の間に結像される中間像の像面は図１３から分かるよ
うに「被投影物体面の中心から射出する光束の主光線に対して傾斜湾曲して」おり（請求
項６）、透過型屈折光学系の最終面（レンズ１２７の射出側面）において「被投影物体面
の中心から射出した主光線と、被投影物体面の周辺から射出した主光線とが略平行」であ
る。
【０２１３】
　図１２の画像投射装置は「フロントプロジェクタ型」であるが（請求項８）、勿論、結
像光路内に光路を折り曲げる反射鏡を付加することにより「リアプロジェクタ型」とする
ことができる（請求項９）。
【０２１４】
　以下、参考技術に関する参考具体例と、請求項１以下の発明に関する実施例を挙げる。
　
　光学系の諸元において、面番号は物体面（投射されるべき画像が表示される面）を第０
面として、以下順次に第１面、第２面・・と数える。全実施例を通じ、第１面および第２
面は「偏光ビームスプリッタ」の液晶パネル側および投射光学系側の面である。
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　「参考具体例１」
【０２１５】
　参考具体例１は、先に、図７、図８に示した画像投射装置・投射光学系の具体的な実施
例である。即ち、屈折光学系を少なくとも１つ含み、正のパワーを有する第１の光学系７
１と、パワーを有する反射面を少なくとも１つ含み、全体で正のパワーを有する第２の光
学系７２とを有し、物体面に近い側から第１、第２の光学系の順に配置され、物体像が一
旦中間像として形成された後に正規像として結像されるように構成され、第１の光学系に
おいて物体側にもっとも近い屈折力を持った光学要素７１１の光軸に対して他の光学要素
７１２～７１６、７２１、７２２が平行偏芯および／またはチルト偏芯している。　
　中間像の拡大率は３倍程度である。
【０２１６】
　参考具体例１の諸元を表１に示す。
【０２１７】
【表１】

【０２１８】
　表１において、シフトとあるのはシフト偏芯量、チルトとあるのはチルト偏芯量を示す
。曲率半径、面間隔およびシフト偏芯量の単位は「ｍｍ」、チルト偏芯量の単位は「度」
である。以下の各実施例においても同様である。
【０２１９】
　第１８面である第２の反射ミラーの反射面は前述の式（１）で示される「上下方向と左
右方向とでパワーが異なるアナモフィックな多項式自由曲面」であるが、この多項式自由
曲面における係数を表２に挙げる。
【０２２０】
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【表２】

【０２２１】
　上記の表記において例えば「1.14641E-11」は「1.14641×10-11」を意味する。以下に
おいても同様である。
【０２２２】
　上記の如く、第１の光学系は７枚のレンズにより構成され、第２の光学系は２面の反射
面で構成されているが、反射面７２１は球面で、反射面７２２は多項式自由曲面である。
【０２２３】
　正規像の像面（スクリーン）は、図７の左右方向に平行な平面であるが、像高の低い位
置（物体に近い側）と高い位置（物体から遠い側）ではスクリーンへ入射する角度の差が
大きため「下すぼみの歪んだ投射画像」になりがちであるが、中間像の歪みを逆に設定し
、最終像面での歪みを補正した。
【０２２４】
　最終的な像面での「像の歪みの状態」を図１１に示す。図１１は、対角：略０．９イン
チの液晶パネルの表示される画像をスクリーン上に６０インチ程度に拡大して投射した時
のディストーションの様子を示している。図の如く、グリッドの像を略等間隔に形成でき
、台形歪みが良好に補正されていることが分かる。投射サイズは１２００ｍｍ×９００ｍ
ｍサイズ、拡大率は6５倍以上で、歪みは０．５％以下で非常に良好である。
　「参考具体例２」
【０２２５】
　参考具体例２は、図９に示す画像投射装置・投射光学系の具体的な実施例である。図９
は、画像投射装置の投射光学系部分を拡大して示している。
【０２２６】
　第１の光学系８１は６枚のレンズ８１１～８１６により構成され、第２の光学系８２は
２枚の反射面８２１、８２２により構成されている。図示されない絞りが、レンズ８１３
とレンズ８１４の間に配置されている。
【０２２７】
　参考具体例１と同様、中間像は反射面８２１、８２２の中間に、第１の光学系８１によ
り反転像として形成される。また、第２の光学系８２に入射した光側を最初に反射する正
のパワーを有する反射面８２１は回転対称な非球面形状とし、反射面８２２は多項式自由
曲面とした。回転対称な非球面形状の採用により、自由度のより高い設計が可能となった
例である。
【０２２８】
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　参考具体例２の諸元を表３に示す。
【０２２９】
【表３】

【０２３０】
　第１６面に用いられている回転対象の非球面は、Ｚを光軸方向のデプス、ｃを近軸曲率
半径、ｒを光軸からの光軸直交方向の距離、ｋを円錐定数、Ａ、Ｂ、Ｃ、・・等を高次の
非球面係数とする周知の非球面式：
　Z=c・r2/[1+√{1-(1+k)c2r2}]＋Ａr4＋Ｂr6＋Ｃr8　　
において、ｋ、Ａ、Ｂ、Ｃを与えて形状を特定する。以下の他の実施例においても同様で
ある。
【０２３１】
　第１６面の非球面の係数を表４に与える。
【０２３２】
【表４】

【０２３３】
　第１７面の多項式自由曲面の係数の値を表５に与える。
【０２３４】
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　「参考具体例３」
【０２３５】
　参考具体例３は、図１０に示す画像投射装置・投射光学系の具体的な実施例である。　
　第１の光学系９１は５枚のレンズ９１１～９１５により構成され、第２の光学系９２は
２枚の反射面９２１、９２２により構成されている。レンズ９１３は接合レンズである。
図示されない絞りが、レンズ９１３とレンズ９１４の間に配置されている。
【０２３６】
　参考具体例１、２と同様、中間像は反射面９２１、９２２の中間に形成される。第１の
光学系により中間像が反転像として形成される。また、第２の光学系に入射した光側を最
初に反射する正のパワーを有する反射面９２１は球面形状、反射面９２２は多項式自由曲
面である。
【０２３７】
　参考具体例３の諸元を表６に示す。
【０２３８】
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【表６】

【０２３９】
　表６から明らかなように、レンズ９１１の第１面（表６において第３面）は２．２度チ
ルトしているが、このレンズ９１１の光軸に対し、レンズ９１２～９１５はチルト偏芯せ
ず、レンズ９１１～９１５はレンズ９１１の光軸に対して平行偏芯しているのみである。
屈折光学系は１組の接合レンズ９１３を含み、これは１群として作用する。
【０２４０】
　第１６面の多項式自由曲面の係数の値を表７に示す。
【０２４１】
【表７】

　「参考具体例４」
【０２４２】
　参考具体例４は、上にあげた参考具体例３と同様の光学系構成（図１０）で諸元を異な
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らせたものである。
【０２４３】
　参考具体例４の諸元を表８に示す。
【０２４４】
【表８】

【０２４５】
　第１６面の多項式自由曲面の係数の値を表９に示す。
【０２４６】

【表９】

　「参考具体例５」
【０２４７】
　参考具体例５も、上にあげた参考具体例３と同様の光学系構成（図１０）で諸元を異な
らせたものである。
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【０２４８】
　参考具体例５の諸元を表１０に示す。
【０２４９】
【表１０】

【０２５０】
　第１６面の多項式自由曲面の係数の値を表１１に示す。
【０２５１】

【表１１】

【０２５２】
　上述したように、上記参考具体例１～５は、屈折光学系を少なくとも１つ含み、正のパ
ワーを有する第１の光学系と、パワーを有する反射面を少なくとも１つ含み、全体で正の
パワーを有する第２の光学系とを有し、物体面に近い側から第１、第２の光学系の順に配
置され、物体像が一旦中間像として形成された後に正規像として結像されるように構成さ
れ、第１の光学系において物体側にもっとも近い屈折力を持った光学要素の光軸に対して
、他の光学要素が、１カ所以上において、平行偏芯および／またはチルト偏芯しており（
Ｓ２５）、参考具体例３～５では、第１の光学系９１において物体側にもっとも近い、屈
折力
を持った光学要素９１１の光軸に対して第１の光学系９１の各要素がチルト偏芯していな
い（Ｓ２６）。
【０２５３】
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　また、参考具体例３～４では、第１の光学系９１が２以上の群で構成され、２以上の群
のうちの接合レンズとして１つの群をなすレンズ９１３が平行偏芯している（Ｓ２７）。
【０２５４】
　参考具体例１～５とも、第２の光学系に含まれる反射面の１以上が、自由曲面であり（
Ｓ２８）、第２の光学系に含まれる反射面のうち、正規像の結像位置側に最も近い反射面
のみが自由曲面であり（Ｓ２９）、参考具体例１～５では、第２の光学系に入射した光束
が初めて反射される正のパワーを有する反射面が回転対称な面であり（Ｓ３０）、参考具
体例１、３、～５においては上記回転対称な反射面が球面反射面である（Ｓ３１）。
【０２５５】
　また、参考具体例１～５とも第１の光学系が屈折光学系のみで構成され（Ｓ３２）、第
１の光学系における屈折光学系には、非球面形状が含まれていない（Ｓ３３）。
【０２５６】
　従って、上記参考具体例の投射光学系に物体を組み合わせた画像投射装置は、Ｓ３４の
画像投射装置の具体例を構成する。
【０２５７】
　以下に挙げる実施例１は、先に、図１２、図１３に即して実施の形態を説明した投射光
学系・画像投射装置の具体的実施例である。
【０２５８】
　実施例１の諸元を表１２に示す。
【０２５９】
【表１２】

【０２６０】
　第７面と第１５面の非球面の係数を表１３に与える。
【０２６１】
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【０２６２】
　第１９面と第２１面の多項式自由曲面の係数の値を表１４に与える。
【０２６３】
【表１４】

【０２６４】
　実施例１の投射光学系によるスクリーン上におけるＭＴＦ性能は周波数：０．５ｃ／ｍ
ｍにおいて６０％以上、ディストーションは２％以下である。　
　実施例６において正規像を投射するスクリーンのサイズは６０インチであり、投射光学
系の「スクリーンに直交する方向の最大幅」は４７２ｍｍである。
【０２６５】
　図１４に示す如く、スクリーンに、Ｘ方向（左右方向）とＹ方向（上下方向）とにおい
て、±１.０Ｙ、±０.５Ｙ、０.０Ｙ、±１.０Ｘ、±０.５Ｘ、０.０Ｘの碁盤状の線を設
定し、評価周波数：０.５ｃ／ｍｍに対するＭＴＦ値を調べたところ、表１５の如くにな
った。
【０２６６】
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【表１５】

【０２６７】
　図１５に、Ｘ＝０．０Ｘにおける周波数：０～０.５ｃ／ｍｍの範囲における±１.０Ｙ
、０.０Ｙにおけるサジタル方向（ｓ）およびメリディオナル方向（ｍ）のＭＴＦ特性を
示す。図１６に、Ｘ＝０．５Ｘにおける周波数：０～０.５ｃ／ｍｍの範囲における±１.
０Ｙ、０.０Ｙにおけるサジタル方向（ｓ）およびメリディオナル方向（ｍ）のＭＴＦ特
性を示す。図１７に、Ｘ＝１．０Ｘにおける周波数：０～０.５ｃ／ｍｍの範囲における
±１.０Ｙ、０.０Ｙにおけるサジタル方向（ｓ）およびメリディオナル方向（ｍ）のＭＴ
Ｆ特性を示す。これらの図から明らかなように、実施例１は良好なＭＴＦ特性を有してい
る。
【０２６８】
　実施例１の投射光学系は、反射屈型屈折光学系は透過型屈折光学系の側から第１、第２
の順に配置される２枚の反射ミラーを有し、被投影物体面の中間像面が上記第１及び第２
の反射ミラーの間に位置し、第１の反射ミラーは負のパワーの軸対称な反射面（第２２面
）、第２の反射ミラーは上下方向と左右方向とでパワーが異なるアナモフィックな多項式
自由曲面（第２３面）であり（請求項３）、被投影物体面の中間像の、アスペクト比を補
正する手段として、透過型屈折光学系内に、上下方向と左右方向とでパワーが異なるア
ナモフィックな多項式自由曲面（第１９面）を有する（請求項４）。
【０２６９】
　また、透過型屈折光学系における被投影物体面側のＮＡ（＝０.１４３）が、中間像面
側のＮＡ（＝０.０１）よりも大きく（請求項５）、中間像の倍率：Ｍ１（＝１.５）は１
～５の範囲にあり、投影倍率（＝７５倍）は４０以上であり、投影面に対する投射角度：
θ（＝１１度）は５°より大きい。
【図面の簡単な説明】
【０２７０】
【図１】投射光学系と画像投射装置を説明するための図である。
【図２】図１に示す投射光学系を説明するための図である。
【図３】参考技術Ｓ２を説明するための図である。
【図４】参考技術Ｓ２を説明するための図である。
【図５】参考技術Ｓ３を説明するための図である。
【図６】拡大投射光学系を説明するための図である。
【図７】画像投射装置を説明するための図である。
【図８】図７における投射光学系部分を拡大して示す図である。
【図９】画像投射装置の別例を説明するための図である。
【図１０】画像投射装置の他の例を説明するための図である。
【図１１】参考具体例１におけるスクリーン上におけるディストーションの状態を示す図
である。
【図１２】画像投射装置の実施の形態を説明するための図である。
【図１３】図１２における投射光学系部分を拡大して示す図である。
【図１４】実施例１に関するスクリーン上のＭＴＦの評価ポイントを説明するための図で
ある。
【図１５】実施例１に関するＭＴＦ特性を示す図である。
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【図１６】実施例１に関するＭＴＦ特性を示す図である。
【図１７】実施例１に関するＭＴＦ特性を示す図である。
【符号の説明】
【０２７１】
　Ｌ１　　　第１レンズ
　Ｌ２　　　第２レンズ
　Ｌ３　　　第３レンズ
　１　　　画像表示パネル
　２　　　スクリーン
　３　　　透過光学系
　４～８　　　反射光学系を構成する反射面
　８　　　　　回転非対称反射面
　９　　　　　絞り
　Ｉ９　　　　絞りの像　

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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